
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年２月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３長第７９号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年９月６日 ２３時３５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸市上
かみ

阿値賀
あ ぢ か

島北方沖 

 平戸市所在の生月
いきつき

長瀬鼻灯台から真方位２３３°７,０００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１９.４′ 東経１２９°２０.４′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 明治
め い じ

丸、４５９トン 

１３４５３１、株式会社ＥＫＩＺＥＮ 

Ｂ 作業台船 海援
かいえん

、不詳 

なし、大旺新洋株式会社 

Ｃ 揚錨船 第二十六むろと丸、１９トン 

不詳、大旺新洋株式会社 

Ｄ 漁船 富
とみ

栄
えい

丸、４.９トン 

   ＮＳ３－７３０９２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９２－４００７７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 一等航海士Ａ、三級海技士（航海） 

Ｄ 船長Ｄ、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 右舷船首防舷材に圧着痕 

Ｄ 左舷船首外板に擦過傷及び破口 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか５人が乗り組み、船長Ｂが１

人で乗り組んだＢ船及びその後方に無人のＣ船をえい
．．

航して引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、Ａ船には、連掲したマス

ト灯３個、両舷灯、船尾灯及び引船灯を、Ｂ船には、両舷灯、作業灯

３個及び点滅灯４個を、Ｃ船には、点滅灯３個をそれぞれ表示し、沖

縄県に向けて航行した。 

Ａ船引船列は、一等航海士Ａが単独で当直に就き、平戸市平戸島西

方沖を自動操舵により、約５.３ノット（kn）の速力（対地速力、以

下同じ。）で南南西進中、平成２５年９月６日２３時１５分ごろ右舷

後方から接近するＤ船のマスト灯を視認し、レーダー画面で確認した

ところ、Ａ船とＢ船との間のえい
．．

航索に向かって来ていたので、Ａ船



 

の船尾に備えた探照灯でＡ船とＢ船との間のえい
．．

航索及びＡ船の後方

のＢ船及びＣ船の方を照射して注意喚起を行った。 

 一等航海士Ａは、レーダー画面でＤ船の動向を確認し、Ｄ船がＣ船

の船尾を通過したと思ったが、船長Ｂから、２３時３５分ごろ、上阿

値賀島北方沖において、Ｃ船の右舷船首とＤ船の左舷船首とが衝突し

た旨の連絡を受けた。 

 Ｄ船は、船長Ｄが１人で乗り組み、定係港の平戸市西浜漁港に向け

て平戸島西方沖を手動操舵により、約８～１０kn の速力で南南東進

中、２３時１５分ごろ前路を横切る態勢のＡ船及びＢ船の灯火を左舷

船首方に視認したので、Ｂ船の船尾方を航行するつもりで左舵を取っ

たところ、Ｃ船と衝突した。 

 船長Ａは、会社及び海上保安庁に連絡し、事後の措置に当たった。 

 Ｄ船は、自力で定係港に帰った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４ 、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の中央期 

月没時刻：１８時５２分（月齢：０.１） 

 その他の事項  Ａ船引船列は、全長が約６１４ｍであり、Ａ船の船尾からＣ船の船

尾までの長さは約５６８ｍ、Ｂ船の船尾からＣ船の船首までの長さは

約８０ｍであった。 

 Ｄ船は、本事故当時、法定灯火を表示していた。 

 船長Ｄは、Ａ船及びＢ船を視認した際、レーダー画面で確認した

が、Ｃ船には気付かなかった。 

 船長Ｄは、Ａ船の探照灯による照射に気付かなかった。 

船長Ｄは、Ｃ船の点滅灯に気付かなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ あり 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし 

 Ａ船引船列は、平戸島西方沖を南南西進中、一等航海士Ａが、右舷

後方にＤ船を視認した際、探照灯でＡ船の後方を照射し、Ｄ船に注意

喚起を行ったが、針路及び速力を保持して航行したことから、Ｃ船と

Ｄ船が衝突したものと考えられる。 

Ｄ船は、平戸島西方沖を南南東進中、船長Ｄが、Ａ船及びＢ船を視

認した際、Ｃ船に気付かなかったことから、Ｂ船の船尾方を航行する

つもりで左舵を取り、Ｃ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、平戸島西方沖において、Ａ船引船列が南南西進

中、Ｄ船が南南東進中、一等航海士Ａが、右舷後方にＤ船を視認した

際、探照灯でＡ船の後方を照射し、Ｄ船に注意喚起を行ったが、針路

及び速力を保持して航行し、また、船長Ｄが、Ａ船及びＢ船を視認し

た際、Ｃ船に気付かなかったため、Ｃ船とＤ船が衝突したことにより



 

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・夜間においては、レーダーを活用して常時適切な見張りを行うこ

と。 

 ・接近する他船があれば、他船に注意喚起信号を行うこと。 

 ・被えい
．．

航船が２隻以上あって距離が長い場合は、中間の被えい
．．

航

船に探照灯を備え、適宜に後方の被えい
．．

航船又はえい
．．

航索を照射

することが望ましい。 

 


